
令 和 ６ 年 度 

社会福祉法人諏訪市社会福祉協議会 

職員 採用 試験 受験 案 内 

 

第１次試験日   令和 ６ 年１０月２６日（土） 

第２次試験日   令和 ６ 年１１月１０日（日） ～１次試験合格者対象～ 

 

願書受付期間   令和６年９月２日（月）～令和６年１０月１１日（金） 

                               ※必着！ 

 

この試験の実施に際して収集する個人情報は、諏訪市社会福祉協議会の職員採用試

験のために必要な範囲でのみ利用します。 

 
   ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 

 

１ 採用職種及び採用予定人員 

社協総合職（地域福祉の企画・運営、相談援助、介護･障がいサービス相談員等の業務） 

正職員 若干名 

 

２ 受験資格 

(1) 福祉系の専門学校、福祉系の短期大学または４年制大学（学科不問）以上を卒業の方 

（令和 7年 3月卒業見込みの方を含む） 

  もしくは、福祉関係職種を３年以上経験された方 

  （正職員の定年は、満６０歳となった年度の３月末となります 再雇用があります） 

(2) 次の資格等を有する方を希望します 

社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員資格のいずれかの所有者 

または、社会福祉主事任用資格の所有者 （各資格ともに取得見込み可能） 

(3) 普通自動車免許取得者で、通勤が可能な人  

(4) 次のいずれかに該当する人は、受験できません 

① 成年被後見人または被保佐人 

② 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは、その執行を受けることが

なくなるまでの人 

③ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の政治団体を結成し、またはこれに加入した人 



３ 期日及び選考内容 

試験 日時・内容 会場ほか 

第１次試験 令和 ６ 年１０月２６日（土） 

（詳しい時間は、受験票にて案内します） 

 試験内容 教養試験 適性検査 他 

諏訪市文化センター 

諏訪市湖岸通り 5丁目 12-18 

第２次試験 令和 ６ 年１１月１０日（日）を予定 

 試験内容  適性検査、面接試験 他 

諏訪市内 

 

 

(1)１次試験の案内は、１０月１６日に郵送予定です。 

※１０月２２日までに届かないときは、社会福祉協議会までお問合せください。 

(2) 第２次試験については、第１次試験合格者のみ実施します。対象者は第１次試験の結果

通知（１１月上旬郵送予定）でご確認ください。 

(3) 第１次試験合格時及び第２次試験合格時に別途書類等の提出を依頼することがありま

す。 

 

４ 合否発表 

 各試験の合否の結果は、下記の時期に受験者全員に文書で通知します。 

   第１次試験   １１月上旬（予定） 

   第２次試験   １１月中旬（予定） 

 

５ 受験手続および受付期間 

(1) 受付期間   令和６年９月２日（月）～ 令和６年１０月１１日（金） 

        （土､日､祝日及び第３月曜日を除く､午前９時から午後５時まで） 

     郵送の場合は、１０月１１日までに到着（必着）のものに限ります。 

(2) 提出書類 

① 履歴書・身上書（用紙交付のもの） 

  所定の様式に自筆で記入し、写真（胸から上、正面、脱帽、撮影６か月以内）を貼付

したもの。 

  取得見込みの資格については、「取得見込」の記載をお願いします。 

② 自己アピール文（指定の様式に記載のこと） 

③ 福祉関係の資格をお持ちの場合は、資格証の写し 

④ 就労経験のある方は、職務経歴書（書式自由） 

 

 



(3) 受験申込先 

   下記まで、持参または郵送により提出してください 

諏訪市社会福祉協議会事務局 採用試験担当 

（諏訪市総合福祉センター 湯小路いきいき元気館 ２階） 

住所  〒392-0024  長野県諏訪市小和田１９番３号 

電話  ０２６６－５２－２５０８ 

 

６ 採用予定月日   令和 ７ 年 ４ 月 １ 日 とします。 

 

７ 給与・勤務条件 

年齢、職歴、最終学歴及び資格等を考慮して初任給を決定します。 

なお、大学（22歳）、短期大学(20歳)卒業後、ただちに採用された場合の給料月額は次のと

おりです。 

初任給  大学卒(22歳)・社会福祉士の場合   １８４，２００円 

  短期大学卒(20歳)・介護福祉士の場合 １７６，８００円 

     ※資格給を含む。業務で必要とする資格の内、一つの資格のみを対象とします。 

 ※デイサービスセンターの相談員の場合は、年間休日日数が 107 日の勤務となります。 

  そのため、勤務手当として上記に対して 7%上乗せした額が給与額となります。 

 

この他、夏季手当、年末手当及び状況により扶養手当、住居手当、通勤手当等が支給されま

す。給与、勤務条件等は、本会の給与規程及び就業規則によります。 

（健康保険、厚生年金の各制度への加入となります） 

 

８ その他 

不明な点は、事務局採用試験担当までお問合せください。 

社会福祉法人 諏訪市社会福祉協議会 事務局  （担当：桜井） 

  住所  〒392-0024  長野県諏訪市小和田１９番３号 

      諏訪市総合福祉センター「湯小路いきいき元気館」２階 

電話  ０２６６－５２－２５０８ 

Ｆａｘ ０２６６－５７－１２３１ 

E-mail jimukyoku@suwacity-shakyo.or.jp 

 


